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吉田町監査委員告示第８号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第１９９条第９項の規定により、監査

の結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

平成２７年１０月６日 

 

                     吉田町監査委員 伊藤 利勝   

 

                     吉田町監査委員 遠藤 孝子   

 

 

財政的援助団体等監査 

第１ 監査の概要 

１ 監査等の実施期間 

平成２７年８月１８日から平成２７年９月 1７日まで 

 

２ 監査の対象 

<監査対象等> 

財政的援助団体 所 管 部 署 

吉田町文化協会  教育委員会 

吉田町体育協会 教育委員会 

一般社団法人吉田町シルバー人材センター 高齢者支援課 

吉田町空港対策協議会 企 画 課 

吉田町国際交流協会 企 画 課   

３ 監査の事項及び範囲 

平成２６年度に交付された補助金に係る出納及びその他の事務の執行 

４ 監査の目的 

町が財政的援助を与えている団体に対し、当該補助金等に係る出納及び

その他の事務の執行が補助金の趣旨に沿って適正かつ効果的に行われてい

るかどうかを主眼とした。   

第２ 監査等の結果等 

１ 監査の実施手続 

各団体の補助金に係る出納及びその他の事務の執行について、各団体に提
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出を求めた資料及び掲示資料を監査するとともに、各団体の代表者及び職員

から事業内容及び経理内容並びに補助金交付関係書類について説明聴取する

ほか、質問等により監査を実施した。 

 

２ 監査の意見等 

⑴ 吉田町文化協会  

ア 補助金の概要 

平成２６年度の吉田町文化協会への補助金等は、文化協会活動事業

補助金４２３, ０００円、文芸誌発刊事業補助金３６０,０００円、文

化協会５０周年記念事業補助金３００,０００円及び吉田町文化祭に伴

う負担金として８１０,０００円、合計１,８９３,０００円が交付され

ている。 

イ 監査の意見 

    監査の結果、事業は補助の趣旨に沿っておおむね適正かつ効果的に執

行されており、補助金は吉田町補助金交付規則（昭和５４年吉田町規則

第８号）及び吉田町社会教育事業費補助金交付要綱に基づき適正に執行

されていた。 

ウ 指摘事項なし 

 

⑵ 吉田町体育協会  

ア 補助金の概要 

平成２６年度の吉田町体育協会への補助金は、活動事業補助金１,６

１５, ０００円、しずおかスポーツフェスティバル等参加費補助金５

００,０００円、合計２,１１５, ０００円を交付している。 

イ 監査の意見 

監査の結果、事業は補助の趣旨に沿っておおむね適正かつ効果的に

執行されており、補助金は吉田町補助金交付規則（昭和５４年吉田町

規則第８号）、吉田町社会教育事業費補助金交付要綱及びしずおかスポ

ーツフェスティバル等参加費補助金交付要綱に基づき適正に執行され

ていた。 

ウ 指摘事項なし 

 

⑶ 一般社団法人吉田町シルバー人材センター 

ア 補助金の概要 

平成２６年度の一般社団法人吉田町シルバー人材センターへの補  
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助金は、シルバー人材センター運営費補助金９,１００,０００円が交付

されている。 

イ 監査の意見 

監査の結果、事業は補助の趣旨に沿っておおむね適正かつ効果的に執

行されており、補助金は吉田町補助金交付規則（昭和５４年吉田町規則

第８号）及び吉田町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱に基づ

き適正に執行されていた。 

ウ 指摘事項なし 

 

⑷ 吉田町空港対策協議会  

ア 補助金の概要 

平成２６年度の吉田町空港対策協議会への補助金は空港対策費補助

金５００,０００円を交付している。 

イ 監査の意見 

監査の結果、事業は補助の趣旨に沿っておおむね適正かつ効果的に執

行されており、補助金は、吉田町補助金交付規則（昭和５４年吉田町規

則第８号）及び空港対策費補助金交付要綱に基づき適正に執行されてい

た。 

ウ 指摘事項なし 

 

⑸ 吉田町国際交流協会  

   ア 補助金の概要 

平成２６年度の吉田町国際交流協会への補助金は、国際交流事業費補

助金 1,０００,０００円が交付されている。 

イ 監査の意見 

監査の結果、事業は補助の趣旨に沿っておおむね適正かつ効果的に執

行されており、補助金は吉田町補助金交付規則（昭和５４年吉田町規則

第８号）及び国際交流事業費補助金交付要綱に基づき適正に執行されて

いた。 

ウ 指摘事項なし 

 

 


